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１
）

文
書
」
に
は
大
正
期
の
刑
事
法
改
革
に
関
す
る
立
法
資
料
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
「
法

人
ノ
役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
。
以
下
、「
法
人
役
員
処
罰
法
」
と
略
記
す
る
）
に
関
す
る
立
法
資
料
を
ひ）
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も

２
）

と
き
、
大
正
期
に
お
け
る
法
人
処
罰
法
制
の
整
備
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

３
）

た
い
。

法
人
役
員
処
罰
法
は
、
法
人
に
対
す
る
刑
事
訴
追
ま
た
は
刑
の
執
行
を
免
れ
る
た
め
故
意
に
法
人
を
消
滅
さ
せ
た
法
人
役
員
を
処
罰
す

る
旨
を
定
め
た
法
律
で
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
六
月
二
一
日
に
公
布
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。「
法
人
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス

ル
社
員
、
取
締
役
、
会
計
参
与
、
執
行
役
、
理
事
、
監
査
役
又
ハ
監
事
ニ
シ
テ
刑
事
訴
追
又
ハ
刑
ノ
執
行
ヲ
免
レ
シ
ム
ル
為
合
併
其
ノ
他

ノ
方
法
ニ
依
リ
法
人
ヲ
消
滅
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス
」
と
い
う
一
か
条
だ
け
か
ら
な
る
小
立
法
で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
現
在
ほ
と
ん
ど
適
用
例
を
み
る
こ
と
が
な

４
）

い
が
、
刑
事
法
学
界
に
お
い
て
は
「
法
人
の
合
併
乃
至
解
散
と
法
人
の
刑
事
責

任
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
り
、
常
に
言
及
さ

５
）

れ
る
」
法
律
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
は
「
被
告
人
た
る

法
人
が
存
続
し
な
く
な
っ
た
と
き
」（
三
三
九
条
一
項
四
号
）決
定
で
公
訴
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
大
審
院
時
代
か
ら

判
例
は
刑
事
被
告
事
件
が
係
属
し
て
い
る
限
り
清
算
は
結
了
し
な
い
と
の
見
解
を
と

６
）

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
学

７
）

説
は
、
合
併
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
法
人
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
処
罰
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
法
人
役
員
処
罰
法
の
存
在
を
「
縷
々
自
説

に
有
利
に
援
用

８
）

し
て
」
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
か
か
る
判
例
・
学
説
の
応
酬
の
な
か
で
、
法
人
役
員
処
罰
法
は
「
古
く
大
正
四
年
の
制
定
に
か
か
り
、
そ

の
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
商
法
、
刑
訴
法
等
の
規
定
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た

９
）

も
の
」に
過
ぎ
ず
、「
古
い
ま
ま
に
と
り
残
さ
れ

た
こ
の
法
律
は
、
却
っ
て
幾
多
の
欠
陥
と
矛
盾
を
包
蔵
す
る
に
至
り
、
関
係
法
令
と
も
調
和
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
来
て

10
）

い
る
」
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
同
法
が
立
法
当
時
の
法
人
処
罰
法
制
の
「
欠
陥
を
補
う
」
た
め
の
応
急
措
置
的
な
性
格
を
も
っ

た
小
立
法
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
正
し
い
の
な
ら
、
同
法
制
定
に
あ
た
っ
て
当
時
の
法
人
処
罰
法
制
の
何
が
問
題
と
さ
れ
、
ど
の
よ
う

な
立
法
的
対
処
が
図
ら
れ
た
の
か
、
大
正
期
の
刑
事
法
改
革
の
歴
史
的
文
脈
の
中
に
同
法
を
位
置
づ
け
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
山
岡
文
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
法
人
役
員
処
罰
法
の
制
定
過
程
の
一
端
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

法
人
処
罰
法
制
に
関
す
る
文
献
は
少
な
く
な
い
が
、大
正
期
の
刑
事
立
法
の
動
向
を
跡
づ
け
た
も
の
は
比
較
的
少
な
い
よ
う
に
思
わ

11
）

れ
る
。

刑
事
手
続
中
に
お
け
る
法
人
の
消
滅
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
司
法
省
参
事
官
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
山
岡
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う

と
し
た

12
）

の
か
。
わ
ず
か
本
文
一
か
条
の
小
法
律
な
が
ら
そ
の
立
案
の
舞
台
裏
で
は
、
法
人
の
消
滅
後
も
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
方
策
が
模

索
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
第
三
六
特
別
議
会
の
審
議

法
人
役
員
処
罰
法
に
つ
い
て
は
、「
同
法
案
が
比
較
的
安
易
に
立
案
さ
れ
た
ら
し
い
形
迹
の
あ
る
こ
と
は
、
同
法
案
の
審
議
さ
れ
た
第
三

六
帝
国
議
会
の
議
事
録
に
お
け
る
説
明
、
質
疑
応
答
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で

13
）

き
る
」と
し
て
、「
法
人
に
対
す
る
刑
事
の
訴
追
が
法
人

解
散
後
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

14
）

な
い
」
点
や
「
合
併
其
ノ
他
ノ
方
法
」
と
規
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
合
併
以
外

に
「
い
か
な
る
方
法
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
判
然
と
し

15
）

な
い
」
点
な
ど
が
議
会
審
議
の
問
題
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
ま
ず

第
三
六
特
別
議
会
に
お
け
る
法
案
審
議
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

第
三
六
回
帝
国
議
会
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
五
月
一
七
日
召
集
さ
れ
た
特
別
議
会
で

16
）

あ
る
。
前
年
四
月
に
発
足
し
た
第
二
次
大
隈

重
信
内
閣
は
、
議
会
が
陸
軍
二
個
師
団
増
設
費
を
否
決
し
た
の
を
受
け
て
衆
議
院
を
解
散
、
一
五
年
三
月
二
五
日
に
実
施
さ
れ
た
第
一
二

回
総
選
挙
で
大
隈
内
閣
の
与
党
勢
力
は
圧
勝
し
、第
三
六
特
別
議
会
で
は
懸
案
の
陸
軍
二
個
師
団
増
設
や
軍
艦
建
造
費
増
額
を
実
現

17
）

し
た
。

法
人
役
員
処
罰
法
案
が
審
議
さ
れ
た
の
も
ま
た
こ
の
第
三
六
特
別
議
会
で
あ
っ
た
。

尾
崎
行
雄
司
法
大
臣
か
ら
法
人
役
員
処
罰
法
案
の
閣
議
請
議
が
な
さ
れ
た
の
は
、
議
会
招
集
後
の
五
月
二
二
日
で
あ
っ
た
。

）
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法
人
ニ
犯
罪
ア
リ
タ
ル
後
其
ノ
法
人
消
滅
ス
ル
ト
キ
ハ
訴
訟
上
ノ
主
体
ヲ
喪
フ
ノ
結
果
該
犯
罪
ニ
付
刑
事
訴
追
ヲ
為
ス
ニ
由
ナ
ク
又
判
決

確
定
後
法
人
消
滅
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
判
決
執
行
ノ
目
的
物
タ
ル
ヘ
キ
財
産
皆
無
ナ
ル
ヲ
以
テ
法
人
ニ
対
シ
刑
事
手
続
ヲ
為
ス
ハ
其
ノ
実
効

ナ
カ
ル
ヘ
ク
従
テ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
故
意
ニ
法
人
ノ
消
滅
ヲ
来
タ
シ
因
テ
刑
事
手
続
ヲ
不
能
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
者
ヲ
処
罰
シ
其
ノ
取
締
ヲ

為
ス
ヲ
必
要
ト
認
メ
候
条
別
紙
法
律
案
ヲ
具
シ
閣
議
ヲ
請
フ

右
の
通
り
、
提
案
理
由
は
、
法
人
の
犯
罪
後
そ
の
法
人
消
滅
す
る
場
合
は
「
起
訴
上
ノ
主
体
ヲ
喪
フ
ノ
結
果
」
当
該
犯
罪
に
つ
き
刑
事
訴

追
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
判
決
確
定
後
に
法
人
消
滅
す
る
場
合
は
「
其
ノ
判
決
執
行
ノ
目
的
物
タ
ル
ヘ
キ
財
産
皆
無
ナ
ル
ヲ

以
テ
」、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
法
人
に
対
す
る
刑
事
手
続
は
実
効
性
を
失
っ
て
し
ま
う
、
従
っ
て「
故
意
ニ
法
人
ノ
消
滅
ヲ
来
タ
シ

因
テ
刑
事
手
続
ヲ
不
能
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
者
」
を
処
罰
し
取
り
締
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
急
ぎ
法
制
局
の
審
査
を

経
て
、
五
月
三
一
日
、
法
案
は
帝
国
議
会
へ
提
出
さ

18
）

れ
た
。

六
月
一
日
に
貴
族
院
で
第
一
読
会
が
開
か
れ
た
。
尾
崎
司
法
大
臣
が
法
案
の
趣
旨
説
明
、
こ
れ
に
対
し
て
石
渡
敬
一
が
質
問
、
尾
崎
大

臣
そ
し
て
政
府
委
員
と
し
て
鈴
木
喜
三
郎
司
法
次
官
が
回
答
し
た
。
そ
し
て
、
特
別
委
員
と
し
て
松
平
頼
寿
、
本
田
実
方
、
解
由
小
路
資

承
、
伊
丹
春
雄
、
黒
田
長
和
、
二
条
正
麿
、
加
太
邦
憲
、
倉
知
鉄
吉
、
森
田
庄
兵
衛
の
九
名
の
名
が
読
み
上
げ
ら

19
）

れ
た
。
特
別
委
員
会
は

三
日
に
開
催
、
委
員
長
に
松
平
頼
寿
、
副
委
員
長
に
加
太
邦
憲
を
選
出
し
、
法
案
を
可
決
す
べ
き
だ
と
議
決
、
徳
川
家
達
貴
族
院
議
長
に

報
告
し
た
。
貴
族
院
で
は
四
日
に
第
一
読
会
を
再
開
、
松
平
特
別
委
員
長
が
報
告
を
お
こ
な
い
、
特
別
委
員
会
で
は
法
人
に
つ
い
て
の
租

税
に
関
す
る
処
罰
に
つ
い
て
色
々
質
問
が
出
た
が
、
法
案
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
別
段
議
論
も
な
く
、「
今
マ
デ
是
ガ
ナ
カ
ッ
タ
ノ
ハ
如
何

ニ
モ
欠
陥
デ
ア
ル
ト
云
フ
委
員
ノ
御
方
ヨ
リ
ノ
御
意
見
」
も
あ
っ
た
と
述
べ
、
以
後
の
読
会
を
省
略
、
起
立
多
数
で
可
決

20
）

し
た
。

衆
議
院
で
は
翌
五
日
に
第
一
読
会
が
開
か
れ
た
。
尾
崎
司
法
大
臣
が
法
案
の
趣
旨
説
明
、
こ
れ
に
対
し
て
高
木
益
太
郎
が
質
問
、
尾
崎 ）
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大
臣
そ
し
て
政
府
委
員
と
し
て
鈴
木
次
官
が
回
答

21
）

し
た
。
そ
の
後
、
島
田
三
郎
議
長
か
ら
議
案
を
審
査
す
る
委
員
と
し
て
斉
藤
隆
夫
、
長

澤
倉
吉
、
江
口
勝
之
助
、
山
口
俊
一（
辞
任
に
よ
り
加
藤
小
太
郎
を
追
加
選
定
）、
大
堀
孝
、
葉
住
利
蔵
、
大
島
久
満
次
、
九
鬼
紋
七
、
森

田
茂
の
九
名
が
指
名
さ
れ
た
。
委
員
会
は
七
日
に
開
催
、
委
員
長
に
森
田
、
理
事
に
九
鬼
を
選
出
し
、
政
府
委
員
と
し
て
鈴
木
司
法
次
官
、

豊
島
直
通
法
務
局
長
が
出
席
し
て
法
案
の
審
議
に
入
っ
た
。
江
口
勝
之
の
質
問
に
鈴
木
次
官
が
回
答
、
九
鬼
の
質
問
に
鈴
木
次
官
、
豊
島

局
長
が
回
答
し
、
委
員
会
は
異
議
な
く
原
案
通
り
可
決

22
）

し
た
。
衆
議
院
は
八
日
に
第
一
読
会
を
再
開
、
森
田
委
員
長
に
代
わ
っ
て
九
鬼
が

報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
こ
で
高
木
益
太
郎
か
ら
「
五
年
以
下
ノ
懲
役
」
と
い
う
政
府
案
の
罰
則
を
「
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
千
円
以
下

ノ
罰
金
」
と
書
き
換
え
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
第
二
読
会
で
は
高
木
が
修
正
案
の
趣
旨
を
説
明
、
こ
れ
に
対
し
て
小
川
平
吉
、

大
場
茂
馬
か
ら
賛
成
意
見
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
三
輪
市
太
郎
か
ら
政
府
案
の
趣
旨
を
質
さ
れ
て
こ
れ
に
鈴
木
次
官
が
回
答
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
後
の
採
決
の
結
果
、
高
木
の
修
正
案
は
反
対
多
数
で
否
決
、
政
府
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ

23
）

れ
た
。

議
会
の
審
議
で
は
貴
衆
両
院
共
に
（
一
）
法
案
の
提
出
が
必
要
と
な
っ
た
そ
の
具
体
的
事
例
が
質
さ
れ
た
ほ
か
、
衆
議
院
で
は
さ
ら
に

（
二
）「
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
ニ
因
リ
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
ハ
合
併
ニ
因
リ
テ
消
滅
シ
タ
ル
会
社
ノ
権
利
義
務
ヲ
承
継
ス
」
と

定
め
る
商
法
八
二
条
に
基
づ
き
罰
金
刑
を
合
併
会
社
に
承
継
さ
せ
れ
ば
済
む
の
で
は
な
い
か
、（
三
）懲
役
刑
と
罰
金
刑
の
選
択
刑
に
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
の
質
問
が
高
木
益
太
郎
か
ら
出
さ

24
）

れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
鈴
木
司
法
次
官
の
回
答
は（
一
）「
昨
年
九
州
ニ
於
キ
マ
シ
テ

「
ト
ロ
ー
ル
」会
社
ガ
漁
業
法
違
反
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
、
裁
判
所
ニ
於
テ
事
件
ヲ
継
続
イ
タ
シ
マ
ス
半
ニ
於
テ
、
合
併
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
、
遂
ニ

処
罰
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ナ
イ
ヤ
ウ
ナ
事
実
ガ
ア

25
）

ッ
タ
」、（
二
）
商
法
が
規
定
す
る
の
は
「
民
事
上
ノ
権
利
義
務
」
で
あ
っ
て
、
刑
罰
た
る

罰
金
を
合
併
会
社
に
承
継
さ
せ
て
執
行
す
る
こ
と
は
で
き

26
）

な
い
、（
三
）国
法
に
反
し
た
も
の
を
処
罰
で
き
な
い
と
い
う
不
法
行
為
を
な
す

も
の
で
「
体
刑
ヲ
以
テ
臨
マ
ナ
ケ
レ
バ
ナ

27
）

ラ
ヌ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

「
法
人
に
対
す
る
刑
事
の
訴
追
が
法
人
解
散
後
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
鈴
木
次
官
の
答
弁
は
「
会
社
ガ
解
散
ヲ
致
シ
マ
ス）
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レ
バ
、
清
算
行
為
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
清
算
行
為
ノ
持
続
ス
ル
間
ハ
会
社
ハ
清
算
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
存
続
致
シ
マ
ス
カ
ラ
、
罰
金
ノ
徴
収

等
モ
出
来
マ
ス
」と
し
て
清
算
結
了
ま
で
は
処
罰
で
き
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。「
合
併
以
外
に
い
か
な
る
方
法
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
」

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、「
合
併
決
議
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
リ
、
又
一
括
処
分
ヲ
致
シ
マ
ス
ル
ト
、
直
チ
ニ
法
人
ガ
消
滅
ヲ
致
シ
マ
ス
ル
」と
鈴

木
次
官
の
答
弁
に
「
一
括
処
分
」
云
々
と
あ
り
、
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
合
名
会
社
・
合
資
会
社
の
任
意

28
）

清
算

の
場
合
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ

29
）

れ
る
。

以
上
、
法
人
役
員
処
罰
法
の
議
会
審
議
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
、
刑
事
訴
訟
法
改
正
や
破
産
法
の
制
定
と
ど
う
関
係
す
る
の

か
な
ど
の
論
点
が
十
分
に
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
わ
ず
か
一
か
条
の
小
法
律
で
、
高
木
益
太
郎
の
修
正
案
も
処

罰
の
必
要
性
そ
れ
自
体
は
認
め
て
い
る
状
況
で
は
、
議
会
審
議
に
多
く
を
望
む
べ
く
も
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
問
題
と
す
べ
き
は
、「
間
接

ニ
罰
則
法
規
ノ
完
用
ヲ
得
セ
シ
メ
ヤ
ウ
、
斯
ウ
云
フ
目
的
」
の
法
案
に
過
ぎ
な
い
と
の
鈴
木
次
官
の
発
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
人
が

消
滅
し
て
し
ま
え
ば
、「
如
何
ニ
犯
罪
行
為
ガ
明
白
ニ
ナ
リ
マ
シ
テ
、
罰
金
ノ
一
万
円
二
万
円
ヲ
科
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
事
案
ガ
ア
リ
マ
シ

テ
モ
、
罰
金
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ヌ
」。
こ
れ
で
は
既
存
の
法
人
処
罰
法
令
が
「
有
名
無
実
ノ
法
律
ニ
終
ッ
テ
シ

30
）

マ
フ
」。
で
は
、
か
か

る
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
政
府
当
局
は
、
最
初
か
ら
「
間
接
」
的
な
処
罰
法
を
構
想
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
漁
業
法
違
反
事
件
へ
の
回
答
案

議
会
審
議
に
も
明
ら
か
な
通
り
、
法
人
役
員
処
罰
法
制
定
の
端
緒
は
、
法
案
提
出
の
前
年
に
起
き
た
九
州
地
方
に
お
け
る
ト
ロ
ー
ル
漁

業
会
社
の
漁
業
法
違
反
事
件
で

31
）

あ
る
。事
件
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、漁
業
法
及
び
汽
船
ト
ロ
ー
ル
漁
業
取
締
規
則
に
よ
れ
ば
、「
汽
船
ト
ロ
ー

ル
漁
業
」
と
は
螺
旋
推
進
器
を
も
っ
て
船
舶
を
運
行
し
「
オ
ッ
タ
ー
ト
ロ
ー
ル
」
ま
た
は
「
ビ
ー
ム
ト
ロ
ー
ル
」
と
称
す
る
漁
具
を
使
用 ）
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し
て
な
す
漁
業
を
い
う
が
、許
可
を
受
け
ず
に
汽
船
ト
ロ
ー
ル
漁
業
を
な
し
た
者
や
操
業
区
域
の
指
定
に
反
し
て
漁
業
を
な
し
た
者
な
ど
、

法
令
違
反
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
。
そ
し
て
、
漁
業
法
六
五
条
は
「
明
治
三
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
ハ
本
法
又
ハ
本
法
ニ
基
キ
テ
発

ス
ル
命
令
ニ
依
ル
犯
罪
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」
と
定
め
、
税
法
違
反
に
つ
き
法
人
業
務
主
へ
罰
金
刑
を
科
す
と
し
た
明
治
三
三

32
）

年
法
が
準
用
さ

れ
る
と
し
、
漁
業
法
違
反
事
件
に
お
い
て
も
法
人
処
罰
が
可
能
と
な
っ
て

33
）

い
る
。
し
か
し
、
刑
事
手
続
中
に
合
併
に
よ
り
法
人
が
消
滅
し

処
罰
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

山
岡
文
書
に
は
こ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
司
法
省
法
務
局
長
名
の
回
答
案
が
残
さ
れ
て

34
）

お
り
、
廃
案
と
な
っ
た
も
の
で
は
あ

る
が
、
当
時
の
司
法
省
内
の
問
題
の
受
け
と
め
方
を
知
る
こ
と
が
で

35
）

き
る
。

大
正
三
年
八
月
六
日

別
紙

〔
福
岡
〕
地
方
裁
判
所
検
事
正
問
合
ハ
法
人
カ
合
併
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
刑
事

〔
法
上
ノ
取
扱
〕
ニ
関
ス
ル
疑
義

ノ
件
ニ
係
ル

右
ハ
以
左
案
致
回
答
可
然
哉
仰

高
裁

案

客
月
二
十
三
日
附
甲
第
二
八
七
号
ヲ
以
テ
法
人
カ
合
併
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
会
社
ノ
刑
事

〔
法
上
ノ
取
扱
〕
ノ
件
ニ
付
御
問
合
相

成
候
処
凡
ソ
刑
罰
法
上
法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
場
合
ハ
私
法
上
ノ
意
義
ニ
於
テ
其
人
格
ヲ
認
ム
ル
ニ
ア
ラ
ス
即
チ
私
法
上
ニ
於
テ
ハ
法
人
ヲ
適

法
ナ
ル
目
的
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
ノ
ミ
存
在
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
刑
事
ノ
責
任
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
規
律
セ
ス

〔
従
〕
テ
刑
事
ニ
関
ス
ル
法

人
ノ
人
格
問
題
ハ
公
法
タ
ル
刑
〔
事
〕
法
ニ
依
リ
解
釈
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
然
リ
ト
雖
刑
事
法
ハ
罰
ス
ヘ
キ
法
人
ノ
成
立
及
ヒ
消
滅
ニ
付
別

ニ
規
定
ス
ル
所
ナ

〔
ク
〕
単
ニ
「
法
人
」
ハ
云
々
ト
規
定
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ヲ
以
テ
解
釈
ト
シ
テ
ハ
他
ノ
法
律
ニ
於
テ
存
在
ヲ
認
ム
ル）
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法
人
自
体
ヲ
直
ニ
刑
事
〔
法
〕
上
ノ
主
体
ト
為
ス
モ
ノ
ト
認
メ
サ
ル
ヲ
得
ス
従
テ
本
問
会
社
ノ
合
併
ニ
関
シ
テ
ハ
商
法
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
解

釈
ス
ル
ヲ
要
ス

〔
商
〕
法
上
会
社
ノ
合
併
ハ
会
社
解
散
ノ
一
事
由
ニ
シ
テ
一
ノ
会
社
カ
他
ノ
会
社
ニ
合
併
（
併
呑
）
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ

ハ
合
併
セ
ラ
レ
タ
ル
会
社
ハ
其
事
由
ノ
発
生
ト
同
時
ニ
人
格
ヲ
消
滅
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
既
ニ
人
格
ニ
シ
テ
消
滅
ス
ル
以
上
ハ
処
刑
ノ
主
体
タ

ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
可
ク
公
訴
権
モ
亦
消
滅
ス
ル
ノ
結
果
ヲ
来
ス
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
右
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
別
ニ

〔
清
〕
算
行
為
ヲ
要
ス
ル

コ
ト
ナ
ク
解
散
会
社
ノ
権
利
義
務
ハ
法
律
上
併
呑
会
社
ニ
移
転
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
商
法
第
八
十
二
条
同
第
百
〇
五
条
同
第
第
二
百
二
十
五

条
同
第
二
百
三
十
六
条
）
今
解
散
会
社
ノ
為
シ
タ
ル
犯
罪
ニ
付
キ
併
呑
会
社
ノ
責
任
如
何
ヲ
考
究
ス
ル
ニ
右
商
法
ノ
規
定
ニ

〔
依
〕
リ

併
呑
会
社
ニ
移
転
承
継
セ
ラ
ル
ヽ
権
利
義
〔
務
〕
ハ
会
社
ノ
目
的
〔
ノ
〕
範
囲
ニ
属
ス
可
キ
私
法
的
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ラ
ル
ヽ
モ

ノ
ニ
シ
テ
犯
罪
ニ
因
リ
生
シ
タ
ル
刑
事
義
務
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
包
括
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
併
呑
会
社
ハ
解
散
会
社
ノ
犯
罪
行
為
ニ
付
キ

刑
罰
責
任
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
右
ノ
如
ク

併
呑
会
社
カ
刑
罰
義
務
ヲ
承
継
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
明
治
四
十
三
年
法

律
第
五
十
五
号
予
約
出
版
法
第
五
条
第
一
項
ノ
届
出
義
務
ヲ
併
呑
会
社
ニ
負
ハ
シ
ム
ル
ニ
付
キ
特
別
ノ
規
定
（
同
条
第
二
項
）
ヲ
為
シ
タ

ル
コ
ト
ヨ
リ
〔
モ
〕
之
ヲ
推
知
シ
得
ヘ
シ
要
ス
ル
ニ
併
呑
会
社
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
規
定
ナ
キ
以
上
ハ
解
散
会
社
ノ
行
ヒ
タ
ル
罪
ニ
付
キ
刑

事
訴
追
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
結
局
甲
説
ヲ
正
当
ナ
リ
ト
被
思
考
候
但

合
併
前
判
決
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
併
呑
会
社

ニ
対
シ
其
判
決
ヲ
執
行
シ
得
ヘ
キ
儀
ト
被

〔
思
考
〕
条
此
段
及
回
答
候
也

年

月

日

法
務
局
長

〔
福
岡
〕
地
方
裁
判
所
検
事
正
宛

追
テ
若
シ
会
社
カ
訴
追
ヲ
免
カ
ル
ル
ヽ
目
的
ヲ
以
テ
合
併
ヲ
為
シ
タ

ハ
〔
ル
事
実
ナ
リ
ト
セ
ハ
〕

〔
尚
〕

研
究
ヲ
要
ス
ル
余
地
ア
リ
ト
被

〔
思
考
〕
候
条

此
点
ニ
付
一
応
調
査
相
成
度
此
段
申
添
候
也

）
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回
答
案
は
ま
ず
、「
凡
ソ
刑
罰
法
上
法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
場
合
ハ
私
法
上
ノ
意
義
ニ
於
テ
其
人
格
ヲ
認
ム
ル
ニ
ア
ラ
ス
即
チ
私
法
上
ニ
於
テ

ハ
法
人
ヲ
適
法
ナ
ル
目
的
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
ノ
ミ
存
在
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
刑
事
ノ
責
任
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
規
律
セ
ス
従
テ
刑
事
ニ
関
ス
ル
法

人
ノ
人
格
問
題
ハ
公
法
タ
ル
刑
事
法
ニ
依
リ
解
釈
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
述
べ
、
法
人
処
罰
の
問
題
は
本
来
刑
事
法
独
自
の
解
釈
問
題
で

あ
る
と
の
原
則
を
確
認
す
る
。
し
か
し
、
現
行
の
法
人
処
罰
法
制
は
法
人
の
成
立
・
消
滅
に
つ
き
特
段
の
規
定
が
な
く
、
私
法
上
の
規
定

を
刑
事
法
が
参
照
す
る
し
か
な
い
。

従
っ
て
、
本
件
の
場
合
、
会
社
の
合
併
に
関
す
る
商
法
の
規
定
に
従
い
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。「
商
法
上
会
社
ノ
合
併
ハ
会
社
解
散
ノ

一
事
由
ニ
シ
テ
一
ノ
会
社
カ
他
ノ
会
社
ニ
合
併
（
併
呑
）
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
セ
ラ
レ
タ
ル
会
社
ハ
其
事
由
ノ
発
生
ト
同
時
ニ
人
格

ヲ
消
滅
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
既
ニ
人
格
ニ
シ
テ
消
滅
ス
ル
以
上
ハ
処
刑
ノ
主
体
タ
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
可
ク
公
訴
権
モ
亦
消
滅
ス
ル
ノ
結
果
ヲ
来

ス
モ
ノ
ナ
リ
」。
商
法
上
は
合
併
は
会
社
解
散
の
一
事
由
で
あ
っ
て
法
人
格
を
失
う
か
ら
、
刑
事
法
上
も
合
併
後
の
会
社
は「
処
刑
ノ
主
体
」

た
り
得
ず
、
公
訴
権
は
消
滅
す
る
。

こ
の
場
合
、「
解
散
会
社
ノ
権
利
義
務
ハ
法
律
上
併
呑
会
社
ニ
移
転
ス
ル
」が
、
商
法
の
規
定
に
よ
り
合
併
会
社
へ
移
転
承
継
さ
れ
る
権

利
義
務
は
「
私
法
的
性
質
」
を
有
す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
犯
罪
に
よ
り
生
じ
た
刑
事
責
任
を
も
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
理
は
予

約
出
版
法
五
条
一
項
の
届
出
義
務
を
合
併
会
社
に
負
わ
せ
る
旨
の
特
段
の
規
定
を
同
条
二
項
と
し
て
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
推
知
す

る
こ
と
が
で

36
）

き
る
。「
要
ス
ル
ニ
併
呑
会
社
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
規
定
ナ
キ
以
上
ハ
解
散
会
社
ノ
行
ヒ
タ
ル
罪
ニ
付
キ
刑
事
訴
追
ヲ
為
シ
得
ヘ

キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
結
局
甲
説
ヲ
正
当
ナ
リ
ト
被
思
考
候
」。
予
約
出
版
法
の
よ
う
な
刑
事
法
上
の
特
段
の
定
め
が
な
い
以
上
、
本

件
の
場
合
、
合
併
会
社
に
対
し
て
刑
事
訴
追
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、「
合
併
前
判
決
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
」合
併
会
社
に
対
し

て
判
決
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

最
後
の
但
書
は
後
に
刑
事
訴
訟
法
改
正
に
よ
っ
て
明
文
化
さ
れ

37
）

る
が
、
法
人
役
員
処
罰
法
の
立
案
過
程
で
既
に
そ
の
必
要
性
が
認
識
さ）
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れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
回
答
案
の
末
尾
に
は
、
会
社
が
訴
追
を
免
れ
る
目
的
で
合
併
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
「
尚
研

究
ヲ
要
ス
ル
余
地
ア
リ
」
と
し
て
「
此
点
ニ
付
一
応
調
査
相
成
度
」
と
追
記
が
あ
る
。
下
書
き
を
み
る
と
、
か
か
る
行
為
は
「
公
ノ
秩
序

ニ
違
反
ス
ル
行
為
ト
シ
テ
無
効
」
で
あ
っ
て
「
既
ニ
成
立
セ
ル
公
訴
権
ノ
消
滅
セ
サ
ル
コ
ト
」
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ

に
こ
の
「
調
査
」
を
命
じ
ら
れ
た
の
が
、
山
岡
萬
之
助
参
事
官
で
あ
っ
た
。

三
、
刑
事
手
続
中
に
お
け
る
法
人
の
消
滅

九
州
に
お
け
る
ト
ロ
ー
ル
漁
業
会
社
の
漁
業
法
違
反
事
件
は
、
刑
事
処
分
を
免
れ
る
目
的
で
合
併
に
よ
り
会
社
を
消
滅
さ
せ
た
と
き
、

刑
事
責
任
の
追
及
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
所
与
の
法
人
処
罰
法
制
の
限
界
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
し
か
し
、
仮
に
か
か
る
消
滅
行
為
は

「
公
ノ
秩
序
ニ
違
反
ス
ル
行
為
ト
シ
テ
無
効
」
で
あ
っ
て
「
既
ニ
成
立
セ
ル
公
訴
権
ノ
消
滅
セ
サ
ル
コ
ト
」
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
ら
、

現
行
の
法
人
処
罰
法
制
を
い
か
に
補
整
す
れ
ば
よ
い
の
か
。「
法
人
ニ
対
ス
ル
刑
事
処
分
ニ
関
ス
ル
件
」と
題
す
る
参
事
官
会
議
議
案
に
お

い
て
、
山
岡
萬
之
助
参
事
官
は
次
の
よ
う
に
論
点
を
整
理
し
て

38
）

い
る
。

参
事
官
会
議
々
案

山
岡
参
事
官
提
議

法
人
ニ
対
ス
ル
刑
事
処
分
ニ
関
ス
ル
件

一

規
定
ノ
範
囲
ハ
合
併
ニ
因
ル
法
人
ノ
消
滅
ニ
限
ル
ヘ
キ
カ
或
ハ
総
テ
消
滅
ノ
場
合
ヲ
包
含
ス
ヘ
キ
カ

一

法
人
ノ
消
滅
前
既
ニ
起
訴
ア
リ
テ
未
タ
手
続
完
了
セ
サ
ル
場
合
ニ
限
ル
ヘ
キ
カ
或
ハ
消
滅
後
ニ
於
テ
モ
新
ニ
起
訴
ヲ
許
ス
ヘ
キ
カ
若

シ
後
段
ノ
如
ク
ナ
ス
ト
セ
ハ
消
滅
後
何
年
ト
ス
ヘ
キ
カ
（
解
散
後
精
算
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
ト
キ
ハ
訴
訟
手
続
ノ
ミ
精
算
行
為
ト
看
做
シ
得
ヘ
キ ）
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カ
）

一

消
滅
後
ニ
於
ケ
ル
被
告
人
ハ
何
人
ト
ス
ヘ
キ
カ
従
前
ノ
代
表
者
ヲ
以
テ
訴
訟
ヲ
継
続
セ
シ
ム
ヘ
キ
カ
或
ハ
他
ノ
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

ヘ
キ
カ

如
何
ナ
ル
財
産
ニ
対
シ
刑
ノ
執
行
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
カ
合
併
ノ
場
合
ニ
ハ
併
呑
会
社
ノ
全
財
産
ニ
対
シ
執
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ヘ
キ
カ

第
一
に
、
新
た
な
規
定
の
範
囲
は
合
併
の
場
合
に
限
る
べ
き
か
、
合
併
そ
の
他
法
人
を
消
滅
さ
せ
る
す
べ
て
の
場
合
を
包
含
す
べ
き
か

が
問
題
と
な
る
。
第
二
に
、
法
人
消
滅
後
に
新
た
な
起
訴
を
許
す
か
が
問
題
と
な
る
。
第
三
に
、
法
人
消
滅
後
は
被
告
人
は
い
か
な
る
者

と
す
べ
き
か
、
い
か
な
る
財
産
に
刑
の
執
行
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
点
整
理
を
ふ
ま
え
て
、

第
一
案
、
第
二
案
、
第
三
案
が
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
三
案
を
修
正
し
て
最
終
案
が
作
成
さ
れ
た
。

第
一
案
か
ら
第
三
案
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で

39
）

あ
る
。

刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
（
第
一
案
）

法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
為
メ
公
訴
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
法
人
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
ニ
因
ル
場
合
又
ハ
定
款
若
ハ
総
社
員
ノ
同
意

ヲ
以
テ
財
産
ノ
処
分
ヲ
定
メ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
検
事
ハ
之
ニ
対
シ
異
議
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

検
事
カ
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
金
額
ヲ
予
納
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
合
併
又
ハ
財
産
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
予
納
ス
可
キ
金
額

ハ
検
事
ノ
申
立
ニ
依
リ
受
訴
裁
判
所
之
ヲ
定
ム

前
項
ノ
規
定
ニ
反
シ
テ
合
併
又
ハ
財
産
ノ
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
以
テ
国
家
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

）
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刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
（
第
二
案
）

法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
為
メ
公
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
法
人
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
ニ
因
ル
場
合
又
ハ
定
款
若
ハ
総
社
員
ノ
同

意
ヲ
以
テ
財
産
ノ
処
分
ヲ
定
ム
ル
場
合
ニ
限
リ
検
事
ハ
之
ニ
対
シ
異
議
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
異
議
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
又
ハ
財
産
ノ
処
分
ヲ
以
テ
国
家
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
（
第
三
案
）

法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
為
メ
公
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
法
人
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
ニ
因
ル
場
合
又
ハ
定
款
若
ハ
総
社
員
ノ
同

意
ヲ
以
テ
財
産
ノ
処
分
ヲ
定
ム
ル
場
合
ニ
ア
リ
テ
ハ
刑
事
手
続
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
尚
ホ
存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

第
一
案
か
ら
第
三
案
は
、
参
事
官
会
議
議
案
の
論
点
第
一
・
第
二
を
ふ
ま
え
て
、
法
人
の
解
散
に
よ
り
公
訴
権
は
消
滅
し
な
い
旨
を
法

文
化
し
た
も
の
で

40
）

あ
る
。
い
ず
れ
も
合
併
の
場
合
に
加
え
て
、
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
る
任
意
清
算
の
場
合
を
も
想
定
し
て
い

る
。
こ
れ
は
第
三
六
議
会
に
お
け
る
政
府
委
員
の
答
弁
内
容
に
合
致
す
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
案
も
刑
事
手
続
中
に
お
い
て
法
人
が
解
散

し
た
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
処
罰
を
免
れ
る
目
的
で
消
滅
行
為
を
な
し
た
者
の
処
罰
は
ま
だ
法
文
化
さ
れ
て
い
な
い
。

第
一
案
・
第
二
案
は
、
合
併
ま
た
は
任
意
清
算
の
場
合
に
「
検
事
ノ
異
議
」
を
認
め
る
と
い
う
案
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
案
に
よ

れ
ば
、
法
人
を
処
罰
す
る
た
め
公
訴
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
合
併
に
よ
る
場
合
ま
た
は
定
款
も
し
く

は
総
社
員
の
同
意
を
も
っ
て
財
産
の
処
分
を
定
め
た
場
合
に
限
り
、「
検
事
ノ
異
議
」
を
認
め
る
（
第
一
条
）。「
検
事
ノ
異
議
」
が
な
さ
れ

た
と
き
、
受
訴
裁
判
所
が
定
め
る
金
額
を
予
納
し
な
い
限
り
、
合
併
ま
た
は
財
産
の
処
分
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い（
第
二
条
）。
第
二
条

に
反
し
て
な
さ
れ
た
合
併
ま
た
は
財
産
の
処
分
は
国
家
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（
第
三
条
）。
第
二
案
は
、
第
一
案
の
第
二
条
を
削 ）
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除
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
案
・
第
二
案
で
は
と
も
に
、「
検
事
ノ
異
議
」
に
よ
っ
て
会
社
財
産
を
保
全
し
、
罰
金
刑
の
執
行
確
保
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
会
社
債
権
者
保
護
の
た
め
の
「
債
権
者
ノ
異
議
」
制
度
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ

41
）

ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
第
三
案
は
、
い
っ
た
ん
刑
事
の
公
訴
が
あ
っ
た
以
上
、「
刑
事
手
続
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
尚
ホ
存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
」と
い
う
も
の
で
、

そ
の
文
言
は
商
法
八
四
条
に
な
ら
っ
た
と
思
わ

42
）

れ
る
。
加
筆
修
正
は
こ
の
第
三
案
に
集
中
し
て
お
り
、
参
事
官
会
議
で
は
第
三
案
が
支
持

さ
れ
た
よ
う
で

43
）

あ
る
。

第
三
案
へ
の
修
正
を
ふ
ま
え
最
終
案
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
を
第
三
案
へ
の
修
正
と
共
に

44
）

示
す
。

刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ

〔
消
滅
〕
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
（
第
三
案
）

〔
第
一
条
〕
法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
為
メ
公
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
法
人

〔
消
滅
〕
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

ハ

ハ

ハ
刑
事
手
続
ノ

〔
終
了
ニ
至
ル
迄
〕
尚
ホ
存
続

ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

ハ

ハ

〔
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
人
消
滅
ノ
際
代
表
者
タ
リ
シ
者
ヲ
以
テ
被
告
人
ト
ス
〕

〔
第
二
条
〕〔
法
人
ニ
対
ス
ル
罰
金
、
科
料
、
没
収
又
ハ
追
徴
ノ
失
効
ヲ
免
ル
ル
為
メ
法
人
ノ
財
産
ヲ
蔵
匿
、
脱
漏
シ
又
ハ
債
務
ヲ
増
加

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
、
取
締
役
、
外
国
会
社
ノ
代
表
者
、
理
事
、
監
査
役
又
ハ
清
算
人
ヲ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処

ス
〕

）
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刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
消
滅
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件

第
一
条

法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
為
メ
公
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
法
人
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
刑
事
手
続
ノ
終
了
ニ
至
ル
迄
尚
ホ

存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
人
消
滅
ノ
際
代
表
者
タ
リ
シ
者
ヲ
以
テ
被
告
人
ト
ス

第
二
条

法
人
ニ
対
ス
ル
罰
金
、
科
料
、
没
収
又
ハ
追
徴
ノ
執
行
ヲ
免
ル
ル
為
メ
法
人
ノ
財
産
ヲ
蔵
匿
、
脱
漏
シ
又
ハ
債
務
ヲ
増
加
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
其
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
、
取
締
役
、
外
国
会
社
ノ
代
表
者
、
理
事
、
監
査
役
又
ハ
清
算
人
ヲ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス

最
終
案
は
全
二
条
か
ら
な
る
。「
法
人
ノ
解
散
」
を
「
法
人
ノ
消
滅
」
と
改
め
、「
合
併
ニ
因
ル
場
合
又
ハ
定
款
若
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ

以
テ
財
産
ノ
処
分
ヲ
定
ム
ル
場
合
」
を
削
除
し
、「
刑
事
手
続
ノ
終
了
ニ
至
ル
迄
」
な
お
存
続
す
る
も
の
と
看
做
す
と
さ
れ
た
（
第
一
条
第

一
項
）。
さ
ら
に
、
破
産
犯
罪
を
定
め
た
独
逸
破
産
法
、
旧
商
法
破
産
編
一
〇
五
〇
条
・
一
〇
五
二
条
、
家
資
分
散
に
関
す
る
罪
を
定
め
た

旧
刑
法
三
八
八
条
を
参
照

45
）

し
て
新
た
に
罰
則
を
定
め
た
（
第
二
条
）。
ま
た
、
参
事
官
会
議
議
案
の
論
点
第
三
を
受
け
て
、「
前
項
ノ
場
合

ニ
於
テ
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
財
産
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
対
シ
利
益
ヲ
受
ケ
タ
ル
限
度
ニ
於
テ
判
決
ノ
執
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
」「
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
人
消
滅
ノ
際
代
表
者
タ
リ
シ
者
ヲ
以
テ
被
告
人
ト
ス
」と
の
二
条
項
が
新
た
に
法
文
化
さ
れ
、
後
者
が
最

終
案
第
一
条
第
二
項
に
採
用
さ
れ
た
。

法
人
役
員
処
罰
法
案
は
、
こ
の
最
終
案
の
第
一
条
を
削
除
、
第
二
条
を
書
き
直
し
、
法
人
消
滅
行
為
を
取
り
締
ま
る
旨
の
処
罰
法
と
し

て
純
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
外
国
会
社
ノ
代
表
者
」「
清
算
人
」
が
外
さ
れ
、「
監
事
」
が
加
え
ら
れ
た
。
名
称
も
「
法
人
ノ

役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
」
と
改
め
ら
れ
た
。

以
上
、
第
一
案
か
ら
最
終
案
ま
で
の
諸
案
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
た
。
法
人
役
員
処
罰
法
立
案
に
あ
た
り
、
そ
も
そ
も
は
刑
事
手
続
中 ）
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に
お
け
る
法
人
の
消
滅
と
い
う
事
態
へ
真
正
面
か
ら
立
法
的
対
処
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
立
法
の
端
緒
は
合
併
の
場
合
へ

の
対
処
で
あ
っ
た
が
、
任
意
清
算
の
場
合
も
総
社
員
の
同
意
で
直
ち
に
会
社
財
産
を
一
括
処
分
で
き
る
こ
と
か
ら
対
象
に
加
え
ら
れ
た
。

清
算
の
場
合
、
法
人
は
解
散
後
直
ち
に
消
滅
せ
ず
清
算
結
了
ま
で
存
続
す
る
。
最
終
案
で
は
「
解
散
」
が
「
消
滅
」
と
改
め
ら
れ
た
。
さ

ら
に
、
最
終
案
第
一
条
に
お
い
て
刑
事
手
続
終
了
ま
で
な
お
存
続
す
る
と
看
做
す
と
さ
れ
た
。
刑
事
の
訴
追
を
受
け
る
こ
と
も
現
務
に
含

む
と
の
明
治
四
一
年
大
審
院

46
）

判
決
の
射
程
が
こ
こ
で
吟
味
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、「
現
務
ノ
結
了
」は
清
算
人
の
職
務
で
あ
る
か

ら（
商
法
九
一
条
一
項
一
号
）、
同
判
決
を
積
極
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

47
）

あ
る
。
ま
た
、
漁
業
法
違
反
事
件
を
念
頭
に
罰
金
刑
や
没

収
刑
の
確
定
と
清
算
手
続
と
の
調
整
問
題
が
意
識
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

48
）

な
い
。
し
か
し
、
刑
事
手
続
中
に
被
告
人
た
る
法
人
が
存
続
し
な

く
な
っ
た
と
き
は
公
訴
棄
却
と
な
る
と
い
う
後
年
の
大
正
刑
事
訴
訟
法
の

49
）

規
定
が
い
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
当
時
、
こ
れ
は
単
行
の
特
別

法
で
処
理
す
べ
き
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
結
局
、
こ
の
最
終
案
第
一
条
は
削
除
さ
れ
た
。

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
四
月
、「
清
算
結
了
ま
で
は
処
罰
で
き
る
」
と
の
法
務
局
長
回
答
が
発
せ
ら
れ
て

50
）

い
る
。
司
法
省
内
の
議
論
は

こ
こ
で
い
っ
た
ん
こ
の
法
務
局
長
回
答
の
線
で
集
約
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
翌
五
月
に
は
法
人
役
員
処
罰
法
案
が
議
会
へ
提
出

さ
れ
る
が
、
前
述
し
た
通
り
、
議
会
で
の
政
府
委
員
の
答
弁
は
こ
の
法
務
局
長
回
答
の
線
を
超
え
な
い
の
で

51
）

あ
る
。

な
お
、「
法
人
罰
則
」
と
題
し
た
簿
冊
に
は
、
一
〇
〇
本
の
法
令
の
罰
則
規
定
を
抜
書
き
し
た
『
認
可
、
許
可
、
免
許
（
税
法
ヲ
除
ク
）』

の
ほ
か
、
複
数
の
法
令
抜
粋
資
料
が
綴
じ
合
わ
さ
れ
て

52
）

い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
山
岡
参
事
官
が
特
別
刑
法
の
罰
則
規
定
を
広
く
渉
猟

し
分
類
整
理
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
山
岡
は
ま
ず
、「
大
正
三
年
十
一
月
現
行
」
の
法
令
抜
粋
資
料
に
基
づ
き
、（
一
）

「
明
治
三
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
及
同
準
用

53
）

ノ
例
」、（
二
）「
法
律
第
五
十
二
号
ト
同
様
ノ
形
ヲ
殊
ニ
規
定
シ
タ
ル

54
）

モ
ノ
」、（
三
）「
法
定

代
理
人
又
ハ
会
社
ノ
代
表
者
若
ク
ハ
之
ト
同
様
ナ
ル
者
ヲ
処
罰
ス

55
）

ル
例
」
の
三
類
型
に
分
類
で
き
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
山
岡
の
法
令
調

査
は
業
務
主
代
罰
一
般
の
諸
類
型
に
及
ん
で

56
）

い
る
。
近
代
日
本
の
法
人
処
罰
法
制
に
つ
い
て
は
、「
法
令
制
定
の
時
期
の
相
違
、
法
令
制
定）

一
五

三
五
九

札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）



に
関
す
る
主
務
官
庁
の
相
違
等
に
依
っ
て
」「
そ
の
立
法
形
式
の
極
め
て
多
種
多
様
に
し
て
不
統
一
甚
だ
し
き

57
）

状
態
」が
も
た
ら
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
が
、「
特
別
罰
則
ノ
監
督
」を
そ
の
職
責
の
一
つ
と

58
）

し
た
山
岡
参
事
官
が
切
り
込
ん
で
い
っ
た
の
は
か
か
る
星
雲
状
態
を
な
す
特

別
刑
法
の
世
界
で
あ
っ
た
。
大
正
初
め
の
『
日
本
制
裁
法
規
』
刊
行
に

59
）

続
き
、
法
人
役
員
処
罰
法
立
案
の
舞
台
裏
で
は
、
後
年
の
『
取
締

法
規
違
反
の
定
型
』（
司
法
省
調
査
課
、
一
九
三
四
年
）『
特
別
法
令
ノ
罰
則
ニ
関
ス
ル
用
語
及
刑
罰
調
査
』（
司
法
省
刑
事
局
、
一
九
三
五

年
）『
各
種
特
別
法
罰
則
の
綜
合
的
研
究
』（
司
法
省
調
査
部
、
一
九
三
八
年
）
等
の
先
駆
と
い
え
る
法
令
調
査
が
着
手
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
複
数
の
省
庁
が
管
掌
す
る
特
別
刑
法
に
対
す
る
横
断
的
か
つ
帰
納
的
な
法
制
管
理
の
端
緒
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
法
人
役
員
処
罰
法
の
制
定
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
た
。
な
お
粗
い
素
描
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、「
条
文
が
一
か
条
の

み
の
特
別
刑
法
と
し
て
有

60
）

名
な
」
同
法
の
立
案
に
あ
た
り
、
司
法
省
内
で
は
ま
さ
に
「
そ
の
成
立
が
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
様
、
そ

の
消
滅
も
人
為
的
な
も
の
で

61
）

あ
る
」
と
さ
れ
る
法
人
法
制
の
特
性
を
ふ
ま
え
た
処
罰
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
刑
事
手
続
中
に
お
け
る
法
人
の
消
滅
に
関
す
る
明
文
を
欠
く
所
与
の
法
人
処
罰
法
制
の
限
界
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
漁
業

法
違
反
事
件
が
立
法
の
端
緒
で
あ
っ
た
。
司
法
省
内
で
は
直
ち
に
検
討
を
は
じ
め
、
既
存
の
民
法
・
商
法
の
規
定
例
を
参
照
し
な
が
ら
、

刑
事
訴
追
を
免
れ
る
た
め
の
消
滅
行
為
に
よ
っ
て
は
国
家
の
公
訴
権
は
左
右
さ
れ
な
い
旨
を
明
記
し
た
単
行
法
令
の
立
法
化
を
模
索
し
た

が
、
結
局
は
消
滅
行
為
者
を
処
罰
す
る
法
人
役
員
処
罰
法
案
の
提
出
に
と
ど
め
ら
れ
た
。「
合
併
其
ノ
他
ノ
方
法
」と
そ
の
文
言
は
簡
潔
化

さ
れ
た
が
、
当
初
当
局
が
問
題
に
し
て
い
た
脱
法
行
為
は
合
併
ま
た
は
任
意
清
算
の
場
合
に
限
ら
れ
た
。
ま
た
、
省
内
で
は
刑
事
手
続
終 ）

一
六

三
六
〇

法
人
役
員
処
罰
法
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
に
関
す
る
一
考
察
（
小
澤

隆
司
）



了
ま
で
存
続
す
る
と
い
う
昭
和
戦
前
期
の
大
審
院
判
決
を
先
取
り
す
る
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
議
会
の
法
案
審
議
に
お
け
る
政
府
委
員
の

答
弁
は
清
算
結
了
ま
で
は
処
罰
で
き
る
と
い
う
法
務
局
長
回
答
の
線
を
超
え
な
い
よ
う
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
い
た
。

そ
の
後
、
立
法
化
の
課
題
は
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
作
業
へ
と
舞
台
を
移
す
。
大
正
刑
事
訴
訟
法
で
は
三
六
条
（
現
行
刑
訴
法
二
七
条
）

を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
法
人
処
罰
関
連
規
定
が
創
設
さ
れ

62
）

る
が
、
そ
の
う
ち
三
六
五
条
一
項
二
号
（
同
三
三
九
条
一
項
四
号
）
や
五
五

五
条
（
同
四
九
二
条
）
こ
そ
は
、
ま
さ
に
刑
事
手
続
中
に
お
け
る
法
人
の
消
滅
に
関
す
る
新
規
定
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
、
大
正
期
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
作
業
に
お
い
て
法
人
処
罰
関
連
規
定
は
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

注

１
）

山
岡
萬
之
助
の
残
し
た
文
書
の
主
要
な
も
の
は
学
習
院
大
学
な
ら
び
に
法
務
省
法
務
図
書
館
が
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
山
岡
文
書
研
究
会
編

『
学
習
院
大
学
法
経
図
書
室
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
目
録
』（
一
九
八
八
年
）、
法
務
省
法
務
図
書
館
編
『
法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関

係
文
書
目
録
』（
二
〇
〇
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
山
岡
萬
之
助
（
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
〜
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
）
は
、
日
本
大
学

で
刑
法
・
刑
事
政
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
司
法
省
参
事
官
と
し
て
司
法
省
本
省
入
り
し
た
後
、
司
法
大
臣
官
房
保
護

課
長
、
監
獄
局
長
（
行
刑
局
長
）、
刑
事
局
長
を
歴
任
し
た
。
山
岡
文
書
の
概
観
は
前
山
亮
吉
「
山
岡
萬
之
助
」
伊
藤
隆
・
季
武
嘉
也
編
『
近
現
代
日

本
人
物
史
料
情
報
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
四
一
九
頁
で
得
ら
れ
る
。
高
山
京
子
・
児
玉
圭
司
「
山
岡
萬
之
助
」『
近
現
代
日
本
人
物
史

料
情
報
辞
典
三
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
二
九
九
頁
は
そ
の
追
加
情
報
で
あ
る
。
法
務
図
書
館
所
蔵
分
の
整
理
作
業
の
概
要
は
児
玉
圭
司
・

高
山
京
子
「
法
務
図
書
館
所
蔵
「
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
」
の
利
用
に
備
え
て
」『
法
曹
』
第
六
八
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）、
高
山
京
子
「『
山
岡
萬
之

助
関
係
文
書
目
録
』
刊
行
記
念
講
演
会
に
つ
い
て
」『
法
曹
』
第
六
九
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
拙
稿
「
大
正
期
の
日
本
刑

事
法
と
山
岡
萬
之
助
｜

『
法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
目
録
』
刊
行
に
寄
せ
て
」『
司
法
法
制
部
季
報
』
第
一
一
六
号
（
二
〇
〇
七

年
）
で
は
大
正
期
の
刑
事
法
改
革
を
俯
瞰
す
る
貴
重
な
文
書
と
し
て
山
岡
文
書
を
位
置
づ
け
た
。

）

一
七

三
六
一

札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）



２
）

法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｉ
｜
九
四
「
法
人
罰
則
」。
こ
れ
は
以
下
の
（
一
）
〜（
一
一
）
を
仮
綴
し
て
表
紙
を
付
し
た
簿
冊
で

あ
る
。（
一
）
参
事
官
会
議
々
案
・
法
人
ニ
対
ス
ル
刑
事
処
分
ニ
関
ス
ル
件
（
二
）
刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
消
滅
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
（
三
）

﹇
刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
﹈（
四
）
法
人
ノ
役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
案
（
五
）
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
及

同
準
用
ノ
例
（
六
）﹇
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
同
様
ノ
規
定
例
﹈（
七
）
法
人
ニ
於
テ
租
税
ニ
関
シ
事
犯
ア
ル
タ
ル
ト
キ
処
罰
制
（
明
治
三
三
年

三
月
法
律
第
五
二
号
）﹇
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
及
同
準
用
ノ
例
﹈（
八
）﹇
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
同
様
ノ
規
定
例
﹈（
九
）
刑
事
手
続
中

ニ
於
テ
法
人
ノ
消
滅
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
（
一
〇
）
認
可
、
許
可
、
免
許
（
税
法
ヲ
除
ク
）（
一
一
）﹇
取
引
所
税
法
違
反
ノ
儀
ニ
付
問
合
﹈。

３
）

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
資
本
逃
避
防
止
法
に
よ
る
両
罰
規
定
の
採
用
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
法
人
処
罰
法
制
の
沿
革
に
つ
い
て
は
田
中
利
幸
「
法

人
犯
罪
と
両
罰
規
定
」
中
山
研
一
・
西
原
春
夫
・
藤
木
英
雄
・
宮
澤
浩
一
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
一
巻
・
刑
法
の
基
礎
理
論
』（
成
文
堂
、
一
九
七
七

年
）
二
七
二
頁
以
下
が
詳
し
い
。
ま
た
、
判
例
・
学
説
の
系
譜
に
つ
い
て
は
樋
口
亮
介
「
法
人
処
罰
と
刑
法
理
論
（
一
）」『
法
学
協
会
雑
誌
』
一
二

三
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
九
五
頁
以
下
が
詳
細
で
あ
る
。
樋
口
は
「
法
人
実
在
説
に
依
拠
し
、
法
人
は
そ
の
機
関
を
通
じ
て
犯
罪
を
犯
し
う
る

と
主
張
し
た
」
法
人
の
犯
罪
能
力
を
肯
定
し
た
学
説
の
一
つ
に
山
岡
萬
之
助
『
刑
法
原
理
』
を
あ
げ
て
い
る
（
五
二
三
頁
）。

４
）

高
崎
秀
雄
「
企
業
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
法
制
の
問
題
に
つ
い
て
」『
季
刊
企
業
と
法
創
造
』
一
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
は
「
法
人
が
消
滅
す
る
と

執
行
不
能
に
な
る
と
こ
ろ
、
罰
金
を
免
れ
る
目
的
で
法
人
を
消
滅
さ
せ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
法
人
役
員
処
罰
法
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
が
、
そ
の
処
罰

例
は
戦
後
の
全
期
間
を
通
じ
て
一
件
し
か
な
い
」（
一
六
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

５
）

高
田
義
文
「
法
人
に
対
す
る
刑
事
訴
追
｜

法
人
の
解
散
、
清
算
の
結
了
、
合
併
等
に
関
す
る
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
号
（
一
九
五
六
年
）

一
五
頁
。
な
お
、
高
田
義
文
「
一
、
刑
訴
法
三
三
九
条
一
項
四
号
の
「
被
告
人
た
る
法
人
が
存
続
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
の
意
義
と
法
人
が
解
散
し

た
場
合
、
二
、
商
法
一
二
四
条
一
項
一
号
の
「
現
務
の
結
了
」
と
法
人
が
刑
事
の
訴
追
を
受
け
て
い
る
場
合
の
清
算
人
の
職
務
」
法
曹
時
報
七
巻
二

号
（
一
九
五
五
年
）、
高
田
義
文
「
刑
訴
三
三
九
条
一
項
四
号
に
い
わ
ゆ
る
「
被
告
人
た
る
法
人
が
存
続
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
の
意
義
と
法
人
の
解

散
｜

商
法
一
二
四
条
一
項
一
号
に
い
わ
ゆ
る
「
現
務
の
結
了
」
と
法
人
が
刑
事
訴
追
を
受
け
て
い
る
場
合
の
「
清
算
人
の
職
務
」」
警
察
研
究
二
八

巻
八
号
（
一
九
五
七
年
）
も
参
照
。

６
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）
一
四
頁
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
明
治
四
一
年
三
月
二
〇
日
の
大
審
院
判
決
（
刑
録
一
四
輯
六
巻
二
七
〇
頁
）
が
会
社
解

散
後
に
お
い
て
刑
事
の
訴
追
審
理
を
受
け
る
こ
と
も
商
法
九
一
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
清
算
人
の
結
了
す
べ
き
現
務
中
に
包
含
さ
れ
る
と
判
示
し
、
次

い
で
昭
和
一
五
年
六
月
一
〇
日
の
大
審
院
判
決
（
法
律
新
聞
四
五
六
五
号
六
頁
）
が
公
訴
権
は
会
社
の
解
散
に
よ
り
直
ち
に
消
滅
す
る
も
の
で
は
な

）

一
八

三
六
二

法
人
役
員
処
罰
法
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
に
関
す
る
一
考
察
（
小
澤

隆
司
）



く
清
算
結
了
に
よ
り
法
人
格
が
消
滅
し
た
と
き
に
初
め
て
消
滅
す
る
と
判
示
し
、
さ
ら
に
昭
和
一
五
年
七
月
二
五
日
の
大
審
院
判
決
（
刑
集
一
九
巻

一
四
号
四
七
三
頁
）
が
上
告
審
係
属
中
に
清
算
結
了
の
登
記
が
な
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
被
告
会
社
は
実
質
的
に
清
算
を
結
了
せ
ず
い
ま
な

お
存
続
し
て
い
る
と
判
示
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
判
例
が
準
拠
し
引
用
す
る
基
本
的
判
例
と
な
っ
た
。

７
）

学
説
の
概
観
に
つ
き
高
田
前
掲
（
一
九
五
七
年
）
九
四
頁
参
照
。（
一
）
当
該
法
人
が
解
散
し
た
と
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
、（
二
）
清
算
が
実
質

的
に
結
了
し
た
と
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
が
、（
三
）刑
事
被
告
事
件
が
終
結
し
な
い
以
上
清
算
は
結
了
し
な
い
と
す
る
見
解
と
相
対
立
し
て
い
る
。

８
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）、
一
七
頁
。

９
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
五
年
）、
二
一
三
頁
。

10
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
五
年
）、
二
一
四
頁
。

11
）

田
中
・
前
掲
は
、
明
治
三
三
年
法
制
定
後
「
明
治
期
の
立
法
は
ほ
と
ん
ど
、
法
人
を
そ
し
て
法
人
だ
け
を
処
罰
す
る
と
い
う
意
味
で
の
代
罰
形
式

に
統
一
」（
二
七
五
〜
二
七
六
頁
）
さ
れ
た
が
、
大
正
末
か
ら
「
代
表
者
を
処
罰
す
る
形
式
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
二
七
七
頁
）
と
指
摘

し
た
上
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
学
説
・
判
例
が
法
人
の
犯
罪
能
力
否
定
論
に
立
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
そ
れ
と
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の

と
想
像
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
歴
史
的
構
図
の
当
否
を
、
大
正
期
の
刑
事
法
の
歴
史
を
一
つ
一
つ
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
検
証
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
比
較
法
的
に
み
て
日
本
の
法
人
処
罰
法
制
は
大
陸
法
系
・
英
米
法
系
の
「
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
、
刑
罰
の
本
質
は
変

え
な
い
ま
ま
、
当
初
は
転
嫁
罰
に
よ
り
、
犯
罪
主
体
性
を
認
め
た
と
同
じ
よ
う
な
結
果
を
導
き
、
次
い
で
は
、
違
反
行
為
者
に
対
す
る
選
任
・
監
督

上
の
過
失
責
任
だ
け
を
認
め
る
と
い
う
妥
協
的
で
独
自
の
進
展
を
し
た
」
と
さ
れ
る
が
（
宇
津
呂
英
雄
「
法
人
処
罰
の
あ
り
方
」
石
原
一
彦
・
佐
々

木
史
朗
・
西
原
春
夫
・
松
尾
浩
也
編
『
現
代
刑
罰
法
体
系
・
第
一
巻

現
代
社
会
に
お
け
る
刑
罰
の
理
論
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
六

頁
）、
か
か
る
刑
事
立
法
の
「
日
本
化
」
の
内
実
に
光
を
あ
て
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

12
）
『
学
習
院
大
学
法
経
図
書
室
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
目
録
』
の
編
者
は
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
「
参
事
官
時
代
の
資
料
は
、
い
わ
ば
司
法

省
中
枢
に
お
け
る
行
政
実
務
の
日
常
的
運
用
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
山
岡
参
事
官
ら
は
狭
く
は
細
密
な
法
解
釈
の
問
題
か
ら
広
く
は
大
正
三
年
七
月

に
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
に
対
応
す
る
た
め
の
戦
時
体
制
づ
く
り
ま
で
の
幅
広
い
領
域
を
担
当
し
て
い
た
」（
一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

13
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
五
年
）、
二
一
三
頁
。

14
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）、
一
六
頁
。

15
）

高
田
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）、
一
六
頁
。

）

一
九

三
六
三

札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）



16
）

第
三
六
回
帝
国
議
会
の
概
要
に
つ
い
て
は
「
第
三
六
回
帝
国
議
会
（
特
別
会
）」
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史

帝
国
議
会
史
上
巻
』

（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）
六
二
三
頁
以
下
参
照
。

17
）

第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
の
概
要
に
つ
い
て
は
中
村
尚
美
「
第
一
七
代
第
二
次
大
隈
内
閣
」
林
茂
・
辻
清
明
編
『
日
本
内
閣
史
録
二
巻
』（
第
一
法
規

出
版
、
一
九
八
一
年
）
二
〇
九
頁
以
下
参
照
。

18
）
「
法
人
ノ
役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
定
ム
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
類
聚
・
第
三
十
九
編
・
大
正
四
年
・
第
十
五
巻
・
産
業
門
二
・
商
事
・
工

事
・
鉱
山
・
漁
業
』（
請
求
番
号
本
館2A

011
00

・
類01220100

）。

19
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
第
五
号
、
八
三
頁
以
下
。

20
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
第
七
号
、
一
五
五
頁
。

21
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
十
二
号
、
二
一
〇
頁
以
下
。

22
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
衆
議
院
・
法
人
ノ
役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
案
委
員
会
議
録
（
筆
記
速
記
）』
第
一
回
、
一
頁
以
下
。
委
員
九
名
の
所
属

会
派
別
は
立
憲
同
志
会
四
名
（
斉
藤
隆
夫
・
長
澤
倉
吉
、
江
口
勝
之
助
、
山
口
俊
一
（
加
藤
小
太
郎
））、
立
憲
国
民
党
一
名
（
大
堀
孝
）、
立
憲
政
友

会
二
名
（
葉
住
利
蔵
、
大
島
久
満
次
）、
無
所
属
団
（
大
隈
伯
後
援
会
）
一
名
（
九
鬼
紋
七
）、
中
正
会
一
名
（
森
田
茂
）。

23
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
十
四
号
、
二
七
五
頁
以
下
。
法
文
の
文
言
は
「
会
計
参
与
」「
執
行
役
」
を
欠
く
以
外
は
現

行
法
に
同
じ
。

24
）

第
二
七
議
会
に
お
け
る
商
法
改
正
案
の
審
議
で
も
高
木
は
「
唯
罰
則
バ
カ
リ
重
ク
シ
タ
ト
コ
ロ
デ
、
預
金
者
若
ハ
保
険
契
約
者
ハ
会
社
ノ
役
人
ガ

懲
役
ニ
行
ケ
バ
ソ
レ
デ
損
害
ノ
取
返
シ
ガ
出
来
ル
ト
云
フ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
」
と
政
府
の
厳
罰
主
義
を
牽
制
し
て
い
た
（
三
枝
一
雄
『
明
治
商
法
の
成

立
と
変
遷
』
三
省
堂
、
一
九
九
二
年
、
一
九
一
頁
）。
な
お
、
一
九
一
一
年
商
法
改
正
の
罰
則
規
定
に
つ
き
、
高
倉
史
人
「
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）

年
商
法
改
正
の
意
義
」『
法
制
史
研
究
』
四
六
号
（
一
九
九
六
年
）
四
一
頁
以
下
参
照
。

25
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
第
五
号
、
八
四
頁
。

26
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
十
四
号
、
二
七
七
頁
。

27
）
『
第
三
十
六
回
帝
国
議
会
・
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
十
四
号
、
二
七
七
頁
。

28
）

商
法
八
五
条
一
項
「
解
散
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
会
社
財
産
ノ
処
分
方
法
ハ
定
款
又
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
〔
以
下
略
〕」。

本
条
は
合
資
会
社
に
準
用
さ
れ
る
（
一
〇
五
条
）。

）

二
〇

三
六
四

法
人
役
員
処
罰
法
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
に
関
す
る
一
考
察
（
小
澤

隆
司
）



29
）

大
正
四
年
六
月
二
〇
日
付
『
法
律
新
聞
』
第
一
〇
一
九
号
一
四
面
所
掲
の
「
法
人
処
罰
法
実
施

豊
島
法
務
局
長
談
」
に
は
「
是
れ
迄
法
人
の
取

締
役
理
事
監
査
役
監
事
等
が
刑
の
執
行
或
は
刑
事
訴
追
を
受
け
ん
事
を
慮
か
り
其
処
罰
を
受
く
る
以
前
に
於
て
其
法
人
を
他
の
法
人
に
合
併
し
或
は

解
散
し
て
其
法
人
た
る
責
任
を
免
れ
又
往
々
合
名
会
社
の
如
き
極
め
て
簡
単
に
其
財
産
を
処
分
し
得
る
も
の
ヽ
如
き
直
に
処
分
を
な
し
其
結
果
判
決

を
為
す
能
は
ざ
る
に
至
れ
る
も
の
な
り
」
云
々
と
あ
る
。

30
）

第
三
十
六
回
帝
国
議
会
衆
議
院
・
法
人
ノ
役
員
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
案
委
員
会
議
録
（
筆
記
速
記
）』
第
一
回
、
一
頁
。

31
）
『
法
律
新
聞
』
前
掲
記
事
「
法
人
処
罰
法
実
施
」
に
よ
れ
ば
、「
近
く
福
岡
に
於
て
ト
ロ
ー
ル
船
取
締
の
際
違
反
者
を
処
罰
の
其
船
舶
を
没
収
せ
ん

と
し
た
る
も
斯
の
如
き
手
続
を
な
し
た
る
を
以
て
地
方
の
検
事
正
の
如
き
其
合
併
せ
ら
れ
た
る
法
人
に
対
し
刑
の
執
行
を
な
す
べ
し
と
の
意
見
を
本

省
に
上
申
し
た
る
も
斯
る
場
合
は
法
律
上
何
等
責
任
な
き
其
合
併
せ
ら
れ
た
る
法
人
を
傷
く
る
も
の
な
る
を
以
て
」
云
々
と
あ
る
。

32
）

明
治
三
三
年
三
月
一
三
日
法
律
第
五
二
号
（
法
人
ニ
於
テ
租
税
及
葉
煙
草
専
売
ニ
関
シ
事
犯
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
法
律
）
の
立
法
過
程
は
田

中
・
前
掲
、
二
七
二
頁
以
下
が
詳
し
い
。
そ
の
内
容
は
、
一
条
「
法
人
ノ
代
表
者
又
ハ
其
ノ
雇
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
法
人
ノ
業
務
ニ
関
シ
租
税
及
葉

煙
草
専
売
ニ
関
ス
ル
法
規
ヲ
犯
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
各
法
規
ニ
規
定
シ
タ
ル
罰
則
ヲ
法
人
ニ
適
用
ス
但
シ
其
ノ
罰
則
ニ
於
テ
罰
金
科
料
以
外
ノ
刑

ニ
処
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
法
人
ヲ
三
百
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
」、
二
条「
法
人
ヲ
処
罰
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
人
ノ
代
表
者
ヲ
被

告
人
ト
ス
」、
三
条
一
項「
法
人
ヲ
処
罰
ス
ル
ノ
裁
判
確
定
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
罰
金
ニ
関
シ
テ
ハ
一
月
以
内
科
料
ニ
関
シ
テ
ハ
十
日
以
内
ニ
之
ヲ
完
納
セ

サ
ル
ト
キ
ハ
民
事
訴
訟
法
第
六
編
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
テ
其
ノ
執
行
ヲ
為
ス
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
検
事
ノ
命
令
ヲ
以
テ
執
行
力
ヲ
有
ス
ル
債
務
名
義
ト
同

一
ノ
効
力
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」、
二
項
「
前
項
ニ
依
リ
執
行
ヲ
為
ス
ニ
ハ
執
行
前
裁
判
ノ
送
達
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
」。
な
お
、
同
法
は
平
成
一
一
年

一
二
月
八
日
法
律
第
一
五
一
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

33
）

鷲
山
半
之
助
『
判
例
実
例
挿
入
・
特
別
法
罰
則
適
用
総
鑑
』（
新
光
閣
、
一
九
三
六
年
）
五
九
七
〜
六
一
四
頁
、
六
四
三
〜
六
四
八
頁
。

34
）

学
習
院
大
学
法
経
図
書
室
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ａ
｜
一
・
三
｜
八
五
「
廃
案
」
大
正
三
年
八
月
六
日
。
削
除
さ
れ
た
語
句
は
取
り
消
し

線
で
、
挿
入
さ
れ
た
語
句
は
〔

〕
で
示
し
た
。

35
）

大
正
四
年
時
点
の
司
法
省
・
裁
判
所
全
体
の
布
陣
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
新
井
勉
「
大
正
・
昭
和
前
期
に
お
け
る
司
法
省
の
裁
判
所
支
配
」『
日

本
法
学
』
七
七
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
各
年
度
の
『
職
員
録
』
に
よ
れ
ば
、
山
岡
の
司
法
省
参
事
官
時
代
の
参
事
官
の

顔
ぶ
れ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
山
内
確
三
郎
・
飯
島
喬
平
・
三
浦
栄
五
郎
・
池
田
寅
二
郎
・
山
岡
萬
之
助
・
宮
城
長
五
郎
（
大
正
四
年
五
月
一

日
現
在
）、
山
内
確
三
郎
・
飯
島
喬
平
・
三
浦
栄
五
郎
・
池
田
寅
二
郎
・
山
岡
萬
之
助
・
宮
城
長
五
郎
・
霜
山
精
一
（
大
正
五
年
五
月
一
日
現
在
）、

）

二
一

三
六
五

札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）



山
内
確
三
郎
・
飯
島
喬
平
・
池
田
寅
二
郎
・
山
岡
萬
之
助
・
宮
城
長
五
郎
・
霜
山
精
一
・
長
島
毅
（
大
正
六
年
五
月
一
日
現
在
）、
山
内
確
三
郎
・
飯

島
喬
平
・
池
田
寅
二
郎
・
山
岡
萬
之
助
・
宮
城
長
五
郎
・
霜
山
精
一
・
長
島
毅
（
大
正
七
年
五
月
一
日
現
在
）、
飯
島
喬
平
・
池
田
寅
二
郎
・
山
岡
萬

之
助
・
宮
城
長
五
郎
・
霜
山
精
一
・
長
島
毅
・
小
原
直
・
清
水
行
恕
・
三
宅
正
太
郎
（
大
正
八
年
五
月
一
日
現
在
）、
飯
島
喬
平
・
池
田
寅
二
郎
・
山

岡
萬
之
助
・
宮
城
長
五
郎
・
霜
山
精
一
・
長
島
毅
・
小
原
直
・
清
水
行
恕
・
三
宅
正
太
郎
・
大
森
洪
太
（
大
正
九
年
七
月
一
日
現
在
）。

36
）

予
約
出
版
法
（
明
治
四
三
年
法
律
五
五
号
）
五
条
一
項
「
発
行
所
、
発
行
者
ノ
法
定
代
理
人
、
発
行
者
法
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
名
称
及
代
表
者
ニ

変
更
ア
リ
又
ハ
発
行
者
能
力
ヲ
失
ヒ
、
死
亡
若
ハ
解
散
シ
又
ハ
死
亡
若
ハ
解
散
ニ
因
リ
法
律
上
予
約
出
版
ヲ
廃
絶
ス
ル
ノ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
十
日
以
内
ニ
内
務
大
臣
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ
」、
二
項「
前
項
ノ
届
出
ハ
書
面
ヲ
以
テ
シ
発
行
者
又
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
、
其
ノ
死
亡
ニ
係
ル
ト

キ
ハ
相
続
人
、
相
続
人
定
マ
ラ
ス
又
ハ
相
続
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
戸
主
若
ハ
同
居
ノ
親
族
、
法
人
ノ
合
併
ニ
因
ル
解
散
ニ
係
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
法
人
ノ
権
利

及
義
務
ヲ
承
継
シ
タ
ル
法
人
、
破
産
ニ
因
ル
解
散
ニ
係
ル
ト
キ
ハ
破
産
管
財
人
ヨ
リ
管
轄
地
方
官
庁
ニ
之
ヲ
届
出
ス
ヘ
シ
」。

37
）

大
正
刑
事
訴
訟
法
五
五
五
条（
現
行
刑
訴
法
四
九
二
条
）「
法
人
ニ
対
シ
罰
金
、
科
料
、
没
収
又
ハ
追
徴
ヲ
言
渡
シ
タ
ル
ニ
於
テ
其
ノ
判
決
確
定
後

合
併
ニ
因
リ
法
人
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
法
人
又
ハ
合
併
ニ
因
リ
設
立
シ
タ
ル
法
人
ニ
対
シ
テ
執
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」。
な
お
、
本

条
の
新
設
に
よ
り
法
人
役
員
処
罰
法
の
適
用
範
囲
が
限
局
さ
れ
る
に
至
っ
た
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会
（
河
井
信
太

郎
）「
刑
訴
第
三
三
九
条
第
一
項
第
四
号
に
い
わ
ゆ
る
「
被
告
人
た
る
法
人
が
存
続
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
と
法
人
の
解
散
」『
法
学
新
報
』
六
三
巻

一
号
（
一
九
五
六
年
）
五
七
頁
参
照
。

38
）

法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｉ
｜
九
四
「
法
人
罰
則
」。
な
お
、
法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｇ
｜
九
「
参
事
官
会

議
及
回
覧
事
項
」
に
よ
れ
ば
参
事
官
会
議
お
よ
び
回
覧
事
項
は
「
一

法
律
、
勅
令
案
及
閣
議
提
出
案
、
一

省
令
案
、
一

重
要
ナ
ル
訓
令
、
告

示
案
、
一

帝
国
議
会
ノ
質
疑
ニ
対
ス
ル
答
弁
書
、
一

建
議
、
抗
告
及
重
要
ナ
ル
請
願
書
類
、
一

重
要
ナ
ル
指
令
、
照
会
、
回
答
、
通
牒
案
、

一

局
課
分
掌
規
程
ニ
関
ス
ル
件
、
一

法
律
、
勅
令
、
省
令
中
疑
義
ニ
関
ス
ル
件
、
一

重
要
ナ
ル
報
告
、
右
ノ
外
特
ニ
会
議
回
覧
ノ
必
要
ア
リ

ト
認
メ
タ
ル
件
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

39
）

法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｉ
｜
九
四
「
法
人
罰
則
」「（
三
）﹇
刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
﹈」

謄
写
版
、
ホ
チ
キ
ス
仮
綴
、
三
枚
、
朱
毛
筆
・
黒
鉛
筆
に
よ
る
書
き
込
み
あ
り
。

40
）

山
岡
萬
之
助
「
少
年
法
制
定
事
情
を
語
る
」『
少
年
保
護
』
一
巻
四
号
（
一
九
三
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
少
年
法
立
案
に
あ
た
っ
て
も
「
各
国
法
を
参

酌
し
て
、
凡
ゆ
る
必
要
な
り
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
こ
れ
を
法
文
化
し
て
、
総
て
必
要
な
る
項
目
は
こ
れ
を
文
に
致
し
た
」（
四
五
九
頁
）と
い
う（
拙

）

二
二

三
六
六

法
人
役
員
処
罰
法
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
に
関
す
る
一
考
察
（
小
澤

隆
司
）



稿
・
前
掲
、
七
頁
）。

41
）

商
法
七
九
条
一
項
「
債
権
者
カ
前
条
第
二
項
ノ
期
間
内
ニ
会
社
ノ
合
併
ニ
対
シ
テ
異
議
ヲ
述
ヘ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
之
ヲ
承
認
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做

ス
」、
二
項「
債
権
者
カ
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
之
ニ
弁
済
ヲ
為
シ
又
ハ
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
合
併
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」、

三
項「
前
項
ノ
規
定
ニ
反
シ
テ
合
併
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
以
テ
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
債
権
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」。
本
条
は
任
意
清
算
の
場

合
に
準
用
さ
れ
る
（
八
五
条
二
項
）。
ま
た
合
資
会
社
、
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る
（
一
〇
五
条
、
二
二
五
条
一
項
、
二
三

六
条
二
項
）。

42
）

商
法
八
四
条
「
会
社
ハ
解
散
ノ
後
ト
雖
モ
清
算
ノ
目
的
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
ハ
尚
ホ
存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
」。
本
条
は
合
資
会
社
、
株
式
会
社
、

株
式
合
資
会
社
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る
（
一
〇
五
条
、
二
三
四
条
、
二
三
六
条
二
項
）。

43
）

な
お
、
商
法
七
九
条
三
項
に
い
わ
ゆ
る
「
債
権
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
、
田
中
耕
太
郎
『
会
社
法
概
論
』（
岩
波
書
店
、

一
九
二
六
年
）
は
「
事
実
に
於
て
会
社
財
産
は
併
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
斯
る
権
利
行
使
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
是
れ
立

法
論
と
し
て
甚
拙
な
る
規
定
で
あ
る
」（
八
七
頁
）
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
第
一
案
・
第
二
案
が
却
下
さ
れ
た
の
は
「
検
事
ノ
異
議
」
制
度
案
に
対

し
て
も
同
様
の
疑
義
が
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

44
）

法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｉ
｜
九
四
「
法
人
罰
則
」「（
二
）
刑
事
手
続
中
ニ
於
テ
法
人
ノ
消
滅
シ
タ
ル
場
合
ニ
関
ス
ル
件
」
謄

写
版
、
ホ
チ
キ
ス
仮
綴
、
三
枚
、
黒
・
赤
鉛
筆
に
よ
る
書
き
込
み
あ
り
、
秘
印
あ
り
。

45
）

独
逸
破
産
法
第
二
百
三
十
九
條
「
支
払
ヲ
停
止
シ
又
ハ
財
産
ニ
付
キ
破
産
手
続
開
始
セ
ラ
レ
タ
ル
債
務
者
其
債
権
者
ニ
損
害
ヲ
与
フ
ル
目
的
ヲ
以

テ
左
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
詐
欺
ノ
破
産
ト
シ
テ
懲
役
ヲ
以
テ
処
断
セ
ラ
ル

一
、
財
産
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
蔵
匿
脱
漏
シ
タ
ル
ト
キ

二
、
全

部
又
ハ
一
部
ニ
於
テ
虚
偽
ナ
ル
債
務
又
ハ
法
律
行
為
ヲ
承
認
シ
又
ハ
之
ヲ
設
定
シ
タ
ル
ト
キ
〔
以
下
略
〕」。
旧
商
法
破
産
編
第
千
五
十
條
「
破
産
宣

告
ヲ
受
ケ
タ
ル
債
務
者
カ
支
払
停
止
又
ハ
破
産
宣
告
ノ
前
後
ヲ
問
ハ
ス
履
行
ス
ル
意
ナ
キ
義
務
又
ハ
履
行
ス
ル
能
ハ
サ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
義
務
ヲ

負
担
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
債
権
者
ニ
損
害
ヲ
被
フ
ラ
シ
ム
ル
意
思
ヲ
以
テ
貸
方
財
産
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
蔵
匿
シ
転
匿
シ
若
ク
ハ
脱
漏
シ
又
ハ
借
方
現

額
ヲ
過
度
ニ
掲
ケ
又
ハ
商
業
帳
簿
ヲ
毀
滅
シ
蔵
匿
シ
若
ク
ハ
偽
造
、
変
造
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
詐
欺
破
産
ノ
刑
ニ
処
ス
」、
同
第
千
五
十
二
條「
前
二
条
ノ

罰
則
ハ
会
社
ノ
業
務
担
当
ノ
任
ア
ル
社
員
若
ク
ハ
取
締
役
及
ヒ
清
算
人
ニ
モ
之
ヲ
適
用
シ
又
第
千
五
十
条
ノ
罰
則
ハ
破
産
管
財
人
及
ヒ
有
罪
行
為
ヲ

行
フ
際
犯
者
ヲ
助
ケ
又
ハ
有
罪
行
為
ヲ
破
産
者
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
行
ヒ
タ
ル
者
ニ
モ
之
ヲ
適
用
ス
」。
旧
刑
法
第
三
百
八
十
八
條「
家
資
分
散
ノ
際
其

財
産
ヲ
蔵
匿
脱
漏
シ
又
ハ
虚
偽
ノ
負
債
ヲ
増
加
シ
タ
ル
者
ハ
二
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
ス
〔
以
下
略
〕」。

）

二
三

三
六
七

札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）



46
）

大
審
院
明
治
四
一
年
三
月
二
〇
日
刑
事
部
判
決
（
大
審
院
刑
録
第
一
四
輯
二
巻
二
七
〇
頁
）。「
酒
造
合
資
会
社
カ
業
務
執
行
上
犯
法
行
為
ヲ
為
シ

其
結
末
ヲ
告
ケ
ス
シ
テ
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
清
算
人
ハ
之
ヲ
結
了
セ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ア
リ
従
テ
税
法
違
犯
ノ
訴
追
審
理
ヲ
受
ク
ル
カ
如
キ
モ
亦
商
法

第
九
十
一
条
第
一
号
ノ
所
謂
現
務
中
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」。

47
）

高
木
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）
は
法
人
役
員
処
罰
法
制
定
「
当
時
既
に
大
審
院
は
法
人
に
対
す
る
刑
事
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
以
上
、

清
算
事
務
は
結
了
し
な
い
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
判
例
の
見
解
を
前
提
と
し
て
立
法
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測
し

て
い
る
（
一
七
頁
）。

48
）

高
木
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）
は
「
債
務
の
弁
済
、
残
余
財
産
の
分
配
を
な
し
は
じ
め
、
そ
の
途
中
に
お
い
て
、
莫
大
な
罰
金
刑
が
確
定
し
た
り
、

会
社
の
重
要
財
産
が
没
収
さ
れ
た
り
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
清
算
手
続
は
紛
糾
混
乱
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」「
例
え
ば
、
船
舶
の
如
き

会
社
の
重
要
な
基
本
財
産
に
対
す
る
没
収
刑
が
確
定
し
た
場
合
、
破
産
手
続
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」と
し
て
、「
未
だ
清
算
が
結
了
し

な
い
間
に
終
局
的
裁
判
が
確
定
す
る
場
合
、
罰
金
刑
、
没
収
刑
等
の
確
定
と
清
算
手
続
と
の
調
整
問
題
」が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
指
摘
す
る（
一

三
頁
）。

49
）

大
正
刑
事
訴
訟
法
三
六
五
条
一
項
二
号
（
現
行
刑
訴
法
三
三
九
条
一
項
四
号
）「
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
決
定
ヲ
以
テ
公
訴
ヲ
棄
却
ス
ヘ
シ
〔
中
略
〕

二

被
告
人
死
亡
シ
又
ハ
被
告
人
タ
ル
法
人
存
続
セ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
」。

50
）

大
正
四
年
四
月
三
〇
日
刑
乙
第
五
九
三
四
号
法
務
局
長
電
報
回
答（
起
訴
後
被
告
タ
ル
会
社
解
散
シ
タ
ル
場
合
ノ
処
罰
）「
問

免
許
ヲ
受
ケ
ス
シ

テ
保
険
業
ヲ
営
ム
会
社
カ
保
険
業
違
反
ニ
テ
起
訴
セ
ラ
レ
タ
ル
後
ニ
解
散
ス
ル
モ
清
算
ヲ
終
ル
マ
テ
ハ
罰
ス
ル
ヲ
得
ル
ヤ

答

貴
見
ノ
通
ト
思
考

ス
」（
司
法
省
刑
事
局
編
『
刑
事
先
例
彙
纂
』
松
華
堂
書
店
、
一
九
三
二
年
、
三
五
二
頁
）。

51
）

こ
の
結
果
、
法
人
解
散
後
刑
事
訴
追
が
ど
う
な
る
の
か
議
会
審
議
に
は
あ
い
ま
い
さ
が
残
っ
た
。
清
算
結
了
時
説
の
立
場
か
ら
の
解
釈
例
と
し
て

例
え
ば
林
頼
三
郎
『
刑
事
訴
訟
法
論
』（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
一
六
年
）
は
「
茲
ニ
疑
ノ
存
ス
ル
ハ
清
算
中
ノ
法
人
ニ
関
ス
ル
当
事
者
能
力
ノ
問
題
ナ

リ
即
チ
法
人
解
散
ス
ル
モ
清
算
中
ニ
係
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
代
表
者
タ
ル
精
算
人
ヲ
被
告
人
ト
シ
テ
訴
追
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
否
ヤ
是
ナ
リ
此
点
ハ

学
説
一
定
セ
ス
ト
雖
モ
積
極
ニ
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ヘ
シ
蓋
法
人
ハ
解
散
ス
ル
モ
清
算
ノ
目
的
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
ハ
清
算
結
了
ニ
至
ル
マ
テ
尚
ホ
存

続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
サ
ル
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
直
ニ
法
人
ノ
消
滅
ヲ
来
ス
モ
ノ
ニ
非
ス
（
民
七
三
条
商
八
四
条
）
而
シ
テ
法
人
ノ
刑
事
責
任
ハ
現
行
法
上

財
産
刑
ニ
止
マ
ル
カ
故
ニ
刑
事
訴
追
ノ
結
果
ハ
要
ス
ル
ニ
法
人
ノ
財
産
ヲ
徴
収
セ
ラ
ル
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
帰
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
従
テ
刑
事
責
任
ノ
解
決
ハ
清

算
ノ
目
的
中
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ヘ
ク
又
解
散
前
ニ
於
ケ
ル
法
人
ノ
行
為
ニ
基
ク
責
任
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト
ハ
清
算
ノ
要
項
タ
ル

）

二
四

三
六
八

法
人
役
員
処
罰
法
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
に
関
す
る
一
考
察
（
小
澤

隆
司
）



所
謂
現
務
ノ
結
了
（
民
七
八
条
商
九
一
条
）
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
大
審
院
モ
亦
積
極
ノ
見
解
ヲ
採
ル
（
四
一
年
二
月
二
〇
日
大

判
）
然
レ
ト
モ
清
算
結
了
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
法
人
ハ
全
然
消
滅
ス
ル
ヲ
以
テ
其
後
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
対
シ
テ
訴
追
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
又
訴
訟
手
続
繫
属

中
清
算
結
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
自
然
人
死
亡
ノ
場
合
ト
同
一
ニ
処
理
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
又
合
併
ニ
因
リ
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
法
人
ノ
消

滅
ヲ
来
シ
合
併
ニ
因
リ
生
シ
タ
ル
法
人
ハ
全
ク
別
箇
ノ
人
格
ニ
シ
テ
前
法
人
ノ
継
続
ト
認
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
清
算
結
了
ノ
場
合
ト
同
一
ノ
結
果

ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
之
ヲ
以
テ
法
人
ノ
刑
事
責
任
ヲ
免
レ
ン
カ
為
メ
故
ラ
ニ
合
併
ニ
因
ル
解
散
ヲ
企
テ
又
ハ
急
遽
清
算
ノ
結
了
ヲ
図
ル
等
ノ
弊
ナ
キ

ヲ
保
セ
ス
故
ニ
大
正
四
年
法
律
第
十
八
号
ヲ
以
テ
法
人
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
取
締
役
理
事
監
査
役
又
ハ
幹
事
ニ
シ
テ
刑
事
訴
追
又
ハ
刑
ノ
執
行

ヲ
免
レ
ン
為
メ
合
併
其
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
法
人
ヲ
消
滅
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
定
メ
以
テ
其
弊
ヲ
矯
メ
ン
コ
ト
ヲ
期

セ
リ
」（
二
二
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

52
）

法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｉ
｜
九
四
「
法
人
罰
則
」（
五
）
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
及
同
準
用
ノ
例
（
謄
写
版
、
一
四
枚
）

（
六
）﹇
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
同
様
ノ
規
定
例
﹈（
司
法
省
用
箋
、
墨
書
、
二
枚
）（
七
）
法
人
ニ
於
テ
租
税
ニ
関
シ
事
犯
ア
ル
タ
ル
ト
キ
処
罰

制
（
明
治
三
三
年
三
月
法
律
第
五
二
号
）﹇
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
及
同
準
用
ノ
例
﹈（「
大
正
三
年
一
一
月
現
行
」
と
朱
書
、
司
法
省
用
箋
、
墨

書
、
一
三
枚
）（
八
）﹇
明
治
三
三
年
法
律
第
五
二
号
同
様
ノ
規
定
例
﹈（
大
正
四
年
五
月
現
行
、
朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
・
関
東
州
を
除
く
）（
謄
写
版
、

一
三
枚
）（
一
〇
）
認
可
、
許
可
、
免
許
（
税
法
ヲ
除
ク
）（
謄
写
版
、
七
〇
枚
、
付
・
表
紙
）。『
認
可
、
許
可
、
免
許
（
税
法
ヲ
除
ク
）』
は
大
正
三

年
九
月
ま
で
の
法
令
を
含
む
。
他
に
法
務
省
法
務
図
書
館
所
蔵
本
（
Ｘ
Ｂ
六
〇
〇
｜
Ｎ
四
一
）
が
あ
る
が
、
同
書
か
ら
も
そ
の
作
成
の
由
来
等
に
関

わ
る
新
た
な
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

53
）

山
岡
が
適
示
し
た
法
令
は
、
銃
砲
火
薬
類
取
締
法
二
三
条
、
薬
品
営
業
並
薬
品
取
扱
規
則
四
一
条
ノ
六
、
畜
牛
結
核
病
予
防
法
一
九
条
、
工
業
用

酒
類
其
他
酒
精
含
有
飲
料
戻
税
法
七
条
、
酒
精
造
右
税
徴
収
猶
予
及
免
除
ニ
関
ス
ル
件
五
条
、
税
関
貨
物
取
扱
人
法
一
三
条
、
煙
草
専
売
法
六
六
条
、

粗
製
樟
脳
樟
脳
油
専
売
法
二
三
条
、
塩
専
売
法
三
八
条
、
家
畜
市
場
法
二
二
条
、
肥
料
取
締
法
一
四
条
、
鉱
業
法
一
〇
六
条
、
砂
鉱
法
二
二
条
、
蚕

糸
業
法
四
五
条
、
漁
業
法
六
五
条
、
遠
洋
漁
業
奨
励
法
二
〇
条
、
輸
出
羽
二
重
精
練
業
法
一
三
条
、
保
険
業
法
一
〇
〇
条
ノ
二
、
度
量
衡
法
一
九
条
、

遠
路
航
路
補
助
法
一
六
条
、
電
気
事
業
法
二
二
条
、
電
気
測
定
法
一
〇
条
、
輸
出
入
植
物
取
締
法
一
六
条
、
売
薬
法
一
九
条
、
酒
母

及
麹
取
締
法

一
六
条
。

54
）

山
岡
が
適
示
し
た
法
令
は
、
病
院
医
院
其
ノ
他
診
療
所
治
療
所
ノ
広
告
ニ
関
ス
ル
件
三
条
三
項
、
毒
物
劇
物
営
業
取
締
規
則
二
〇
条
、「
メ
チ
ー
ル

ア
ル
コ
ホ
ル
」（
木
精
）取
締
規
則
九
条
三
項
、
肺
結
核
予
防
ニ
関
ス
ル
規
則
一
〇
条
二
項
、
有
害
性
著
色
料
取
締
規
則
一
〇
条
三
項
、
牛
乳
営
業
取

）

二
五

三
六
九

札
幌
学
院
法
学
（
三
一
巻
二
号
）



締
規
則
二
〇
条
三
項
、
清
涼
飲
料
水
営
業
取
締
規
則
一
四
条
三
項
、
氷
雪
営
業
取
締
規
則
一
〇
条
三
項
、
飲
食
物
用
器
具
取
締
規
則
一
一
条
三
項
、

人
口
甘
味
質
取
締
規
則
八
条
三
項
、
飲
食
物
防
腐
剤
取
締
規
則
七
条
三
項
、
屠
場
法
一
六
条
。

55
）

山
岡
が
適
示
し
た
法
令
は
、
移
民
保
護
法
二
七
条
、
北
海
道
移
住
民
渡
航
船
舶
取
締
規
則
一
〇
条
、
輸
出
羽
二
重
取
締
規
則
一
〇
条
、
工
場
統
計

報
告
規
則
四
条
、
造
船
奨
励
法
七
条
、
船
舶
法
三
〇
条
・
三
一
条
、
船
舶
検
査
法
一
一
条
、
船
舶
検
査
法
施
行
細
則
八
二
条
、
外
国
船
舶
検
査
規
則

八
条
二
項
、
船
燈
信
号
器
救
命
員
取
締
規
則
五
五
条
、
船
舶
職
員
法
九
条
二
項
、
自
家
用
電
気
工
作
物
施
設
規
則
一
五
条
。

56
）

た
と
え
ば
、「
大
正
四
年
五
月
現
行
」
の
資
料
に
基
づ
き
（
一
）「
自
己
ノ
指
揮
ニ
出
サ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
」「
処
罰
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」、（
二
）

「
其
ノ
首
長
又
ハ
営
業
者
ニ
科
ス
」、（
三
）「
其
ノ
製
造
者
又
ハ
販
売
者
ヲ
処
罰
ス
」、（
四
）「
税
関
貨
物
取
扱
人
ノ
行
為
ト
看
做
ス
」、（
五
）「
製
造

又
ハ
販
売
ヲ
為
ス
者
其
ノ
責
ニ
任
ス
」
の
五
通
り
の
型
を
析
出
し
、（
六
）「
相
当
ノ
注
意
」
と
の
免
責
文
言
に
も
注
目
し
て
い
る
。

57
）

八
木
胖
『
法
人
の
犯
罪
能
力
』
良
書
普
及
会
、
一
九
四
八
年
、
三
五
〜
三
六
頁
。

58
）

法
務
図
書
館
所
蔵
・
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
Ｉ
｜
四
五
「﹇
甲
司
法
機
関
ノ
構
成
配
置
監
﹈」
に
よ
れ
ば
、
刑
事
の
司
法
事
務
と
し
て
「（
イ
）
刑
事

ノ
指
揮
監
督
（
質
疑
回
答
）（
ロ
）
犯
罪
統
計
（
ハ
）
死
刑
執
行
命
令
（
ニ
）
恩
赦
復
権
（
ホ
）
特
別
罰
則
ノ
監
督
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

59
）

法
律
取
調
委
員
法
学
博
士
豊
島
直
通
・
花
井
卓
蔵
・
谷
田
三
郎
監
修
『
日
本
制
裁
法
規
』、
清
水
書
店
、
初
版
は
大
正
二
年
六
月
発
行
。
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
の
大
正
四
年
一
〇
月
発
行
改
訂
第
五
版
に
よ
れ
ば
、
法
令
名
の
い
ろ
は
順
に
三
四
五
本
の
法
令
を
採
録
し
て
い
る
。

60
）

土
本
武
司
『
過
失
犯
の
研
究
｜

現
代
的
課
題
の
理
論
と
実
務
』（
成
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
二
一
〇
頁
。

61
）

土
本
・
前
掲
、
二
〇
七
頁
。
高
木
・
前
掲
（
一
九
五
六
年
）
も
「
こ
の
技
術
的
、
観
念
的
性
質
は
、
そ
の
出
生
に
お
け
る
よ
り
も
、
そ
の
死
亡
に

お
い
て
、
特
に
極
端
な
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
」（
一
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

62
）

訴
訟
能
力
の
章
の
新
設
は
大
正
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
主
要
な
改
正
点
の
一
つ
で
あ
る
。
小
田
中
聰
樹『
刑
事
訴
訟
法
の
歴
史
的
分
析
』（
日
本
評

論
社
、
一
九
七
六
年
）
九
二
頁
。

）

二
六

三
七
〇

法
人
役
員
処
罰
法
（
大
正
四
年
法
律
第
一
八
号
）
に
関
す
る
一
考
察
（
小
澤

隆
司
）


